
都市計画区域内の建築物の高さ制限等一覧表（総社市　令和3年４月）
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〇都市計画図の地番指定でのお問い合わせや地区計画で定める制限については都市計画課（0866-92-8302）にお尋ねください

建築物高さ＞10ｍ

4ｍ

法
56
条
の
２

法第22条

法第52条

法第53条

法第54条

法第55条

建築基準法

法
第
56
条

法２２条区域

31

2.5

1.5

1.25

20

法２２条区域準防火地域

20

容積率（％）

建蔽率（％）

防火地域等

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

高さの限度（ｍ）

外壁の後退距離（ｍ）

〇都市計画区域外（美袋，日羽，原，影，中尾，下倉，種井，延原，宇山，槁）には上記制限はありません（建物を建築する際に必要な手続きはあります）
　手続きに関することは建築住宅課（0866-92-8289）にお問合せください。
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〇用途地域、防火地域・準防火地域の範囲の確認については都市計画図を確認ください
（市街化区域、市街化調整区域の別については「おかやま全県統合型GIS」でも確認できます）

〇用途地域の指定のない区域内に都市計画法第４１条で定める制限により第１種低層住居専用地域と同じ規制を受ける地区があります（あおい団地，泉北団地，西坂台団地など）
　詳細については岡山県建築指導課開発指導班（086-226-7503）にお尋ねください


